
亀 山 市 告 示 第 １ １ ６ 号  

亀 山 市 特 別 支 援 学 校 等 の 臨 時 休 業 に 伴 う 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス の

利 用 に 係 る 助 成 金 交 付 要 綱 を 次 の よ う に 定 め る 。  

令 和 ２ 年 ５ 月 ２ ９ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 

亀 山 市 特 別 支 援 学 校 等 の 臨 時 休 業 に 伴 う 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ

ス の 利 用 に 係 る 助 成 金 交 付 要 綱  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 告 示 は 、 特 別 支 援 学 校 等 の 臨 時 休 業 に 伴 い 、 当 該 特 別

支 援 学 校 等 に 通 う 児 童 に つ い て 、 自 宅 で １ 人 で 過 ご す こ と が で き

ず 、 か つ 、 そ の 保 護 者 が 仕 事 を 休 め な い こ と か ら 、 放 課 後 等 デ イ

サ ー ビ ス を 新 た に 利 用 し 、 又 は そ の 利 用 が 増 加 し た 児 童 の 保 護 者

に 対 し 、 こ れ に 要 し た 費 用 の 一 部 を 助 成 す る こ と に よ り 、 そ の 経

済 的 な 負 担 の 軽 減 を 図 る と と も に 、 児 童 福 祉 の 向 上 に 資 す る こ と

を 目 的 と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 告 示 に お い て 「 臨 時 休 業 」 と は 、 令 和 ２ 年 ２ 月 ２ ７ 日

に 国 か ら 示 さ れ た 小 学 校 、 中 学 校 、 高 等 学 校 及 び 特 別 支 援 学 校 へ

の 一 斉 臨 時 休 業 を 受 け て 行 わ れ た 臨 時 休 業 を い う 。  

２  こ の 告 示 に お い て 「 児 童 」 と は 、 市 が 障 害 児 通 所 支 援 給 付 費 の

支 給 決 定 （ 以 下 「 支 給 決 定 」 と い う 。 ） を 行 っ た 児 童 を い う 。  

（ 助 成 金 の 名 称 ）  

第 ３ 条  こ の 告 示 に よ り 交 付 す る 助 成 金 の 名 称 は 、 亀 山 市 特 別 支 援

学 校 等 の 臨 時 休 業 に 伴 う 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス の 利 用 に 係 る 助 成

金 （ 以 下 「 助 成 金 」 と い う 。 ） と い う 。  

（ 助 成 金 の 交 付 対 象 者 ）  

第 ４ 条  助 成 金 の 交 付 対 象 者 （ 以 下 「 対 象 者 」 と い う 。 ） は 、 臨 時

休 業 に 伴 い 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス を 新 た に 利 用 し 、 又 は 利 用 が 増



加 し た 児 童 の 保 護 者 （ 当 該 利 用 に よ り 新 た な 利 用 料 が 生 じ 、 又 は

利 用 料 が 増 加 し た 者 に 限 る 。 ） と す る 。  

（ 助 成 金 の 額 ）  

第 ５ 条  助 成 金 の 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 金 額 の 総 額 に 相 当 す る 額

と す る 。  

（ １ ） 臨 時 休 業 に 伴 い 新 た に 支 給 決 定 を 受 け た 児 童 が 放 課 後 等 デ イ

サ ー ビ ス を 利 用 し た 場 合 に 、 対 象 者 が サ ー ビ ス 提 供 事 業 所 に 対

し て 利 用 料 （ 実 費 負 担 を 除 く 。 以 下 同 じ ） を 支 払 っ た 金 額  

（ ２ ） 臨 時 休 業 開 始 前 か ら 支 給 決 定 を 受 け て い た 児 童 の う ち 、 臨 時

休 業 に 伴 い 当 初 の 利 用 予 定 日 数 よ り 多 く の サ ー ビ ス を 利 用 し た

と 市 長 が 認 め た 児 童 に つ い て 、 利 用 の 増 加 に 伴 い 、 対 象 者 が サ

ー ビ ス 提 供 事 業 者 に 対 し 支 払 っ た 利 用 料 総 額 の う ち サ ー ビ ス 増

加 分 報 酬 差 額 に 係 る 金 額  

（ ３ ） 臨 時 休 業 開 始 前 か ら 支 給 決 定 を 受 け て い た 児 童 の う ち 、 放 課

後 等 デ イ サ ー ビ ス の 基 本 報 酬 単 価 が 授 業 終 了 後 の 単 価 か ら 学 校

休 業 日 単 価 に 切 り 替 わ る こ と に よ り 、 対 象 者 が サ ー ビ ス 提 供 事

業 者 に 対 し 支 払 っ た 利 用 料 総 額 の う ち 休 業 日 切 替 分 報 酬 差 額 に

係 る 金 額  

（ ４ ） 臨 時 休 業 に 伴 っ て 、 営 業 時 間 前 の 支 援 時 間 が 増 加 し た 児 童 の

う ち 、 当 該 営 業 時 間 前 の 支 援 に よ り 算 定 し た 児 童 福 祉 法 に 基 づ

く 指 定 通 所 支 援 及 び 基 準 該 当 通 所 支 援 に 要 す る 費 用 の 額 の 算 定

に 関 す る 基 準 （ 平 成 ２ ４ 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 １ ２ ２ 号 ） 別 表 第

３ の １ ０ に 定 め る 延 長 支 援 加 算 （ 以 下 「 延 長 支 援 加 算 」 と い

う 。 ） の 算 定 単 位 数 が 臨 時 休 業 開 始 前 よ り 増 加 し た と 市 長 が 認

め た 児 童 に つ い て 、 対 象 者 が サ ー ビ ス 提 供 事 業 者 に 対 し 支 払 っ

た 利 用 料 総 額 の う ち 延 長 支 援 加 算 に 係 る 金 額  

（ 助 成 金 の 交 付 申 請 ）  

第 ６ 条  助 成 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 対 象 者 （ 以 下 「 申 請 者 」 と

い う 。 ） は 、 亀 山 市 特 別 支 援 学 校 等 の 臨 時 休 業 に 伴 う 放 課 後 等 デ

イ サ ー ビ ス の 利 用 に 係 る 助 成 金 交 付 申 請 書 （ 別 記 様 式 ） に 領 収 書



及 び サ ー ビ ス 提 供 事 業 所 が 作 成 し た 切 り 分 け 補 助 シ ー ト を 添 付 し

て 市 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

 （ 助 成 金 の 交 付 ）  

第 ７ 条  市 長 は 、 前 条 の 申 請 書 を 受 理 し た と き は 、 そ の 内 容 を 審 査

し 、 適 当 と 認 め た と き は 、 申 請 者 が 指 定 す る 口 座 に 助 成 金 を 振 り

込 む も の と す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 ８ 条  こ の 告 示 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に

定 め る 。  

附  則  

こ の 告 示 は 、 公 表 の 日 か ら 施 行 す る 。  



別記様式（第６条関係）  

 

年  月  日  

 

亀山市特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービスの利

用に係る助成金交付申請書  

 

    亀山市長    宛て  

 

住所  

氏名  

 

私は、特別支援学校等の臨時休業に伴い放課後等デイサービスを新た

に利用し、又はその利用が増加しましたので、亀山市特別支援学校等の臨

時休業に伴う放課後等デイサービスの利用に係る助成金を交付されたく、

必要な書類を添えて申請します。  

 

記  

 

１ 申請額         円  

 

 ２ 口座振込先  

          銀行・信用金庫 

          農協・漁協 

 

                     支店 

口座番号 普通・当座  

（フリガナ）  

口座名義 

 
 

 

 ３ 添付書類  

（１）領収証  
（２）切り分け補助シート（事業所作成） 

 


